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　秋田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例をここに公布する。 

 

　　令和５年10月10日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

秋田市条例第40号 

 

　　　秋田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 

　（目的） 

第１条　この条例は、議員が本市に対し請負（地方自治法（昭和22年法律

第67号）第92条の２に規定する請負をいう。以下同じ。）をする者又は

その支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請

負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正および事務の執行

の適正を図ることを目的とする。 

　（報告） 

第２条　議員は、毎年６月１日から同月30日までの間（当該期間内に任期

満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当

該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあ

っては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間）

に、当該６月30日の属する会計年度の前会計年度（議員である期間に限

る。第１号エにおいて同じ。）における本市に対する請負（当該前会計

年度において支払を受けたものに限る。）について、議長に対し、次に

掲げる事項を報告しなければならない。 

　(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項 

ア　請負の対象とする役務、物件等 

イ　契約締結日 

ウ　契約金額（契約金額が定められている請負に限る。） 

エ　当該６月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受け

た総額 

- 4 -



　(2) 前号エに掲げる総額の合計額 

２　議員は、前項の規定による報告の訂正をする必要があるときは、議長

に対し、当該訂正の内容を届け出なければならない。 

　（報告の一覧の作成および公表） 

第３条　議長は、前条第１項の規定による報告（同条第２項の規定による

訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告）の一覧を作成し、公

表しなければならない。 

　（報告等の保存および閲覧等） 

第４条　第２条第１項の規定による報告および同条第２項の規定による訂

正は、議長において、当該報告をすべき期限の日の属する年度の翌年度

の４月１日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

２　何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告および訂

正の閲覧又は写しの交付を請求することができる。 

　（委任） 

第５条　この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行し、令和５年４月１日に始まる会計年度

における請負から適用する。
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秋田市議会訓令第２号 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市議会事務局　　　 

 

　秋田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程を次のように

定める。 

 

　　令和５年10月10日 

 

　　　　　　　　　　　　　秋田市議会議長　菅　原　琢　哉　　　　　 

 

　　　秋田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 

　（趣旨） 

第１条　この訓令は、秋田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

（令和５年秋田市条例第40号。以下「条例」という。）の施行に関し必

 要な事項を定めるものとする。

 　（報告）

第２条　条例第２条第１項の規定による報告は、請負状況等報告書（第１

 号様式）により行わなければならない。

２　条例第２条第２項の規定による訂正は、訂正届（第２号様式）により

 行わなければならない。

 　（報告の一覧の訂正）

第３条　議長は、条例第３条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂

正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなけれ

 ばならない。

 　（報告等の閲覧）

第４条　条例第４条第２項の規定による閲覧（以下この条および第６条に

おいて「閲覧」という。）は、当該報告をすべき期限の翌日から起算し

て14日を経過する日の翌日から、議会事務局において、執務時間中にす

 ることができる。
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２　閲覧に係る報告および訂正は、前項に規定する場所以外に持ち出すこ

 とができない。

３　閲覧に係る報告および訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆

 等の行為をしてはならない。

４　議長は、前各項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、

 又は閲覧を禁止することができる。

 　（報告等の写しの交付等）

第５条　条例第４条第２項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書

（第３号様式）により行わなければならない。この場合において、写し

 の作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

２　前項の費用の額は、複写機による写し（日本産業規格Ａ列３番以下で

 単色（黒）刷りで複写したものに限る。）の片面１枚につき10円とする。

３　第１項の規定により負担しなければならない費用の額は、条例第４条

 第２項の規定による写しの交付の際に徴収する。

 　（期限等の特例）

第６条　条例第２条第１項の規定による報告をすべき期限が、秋田市の休

日を定める条例（平成元年秋田市条例第32号）第１条に規定する休日

（次項において「休日」という。）に当たるときは、その日の翌日をも

 ってその期限とみなす。

２　第４条第１項の規定により閲覧をすることができる最初の日（以下こ

の項において「閲覧開始日」という。）が、休日にあたるときは、その

 日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

 

 　　　附　則

 　この訓令は、公布の日から施行し、令和５年４月１日に始まる会計年度

 における請負から適用する。
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様式第１号　請負状況等報告書（第２条第１項関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日 

 

　（宛先）秋田市議会議長 

 

                                   秋田市議会議員　　　　　　　 

 

請負状況等報告書 

 

 

 契約締結日 対象とする役務、物件等 契約金額(円) 昨年度(会計

 (単価契約で 年度)に支払

 ある場合はそ を受けた額

 の旨) (円)

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  支払を受けた総額                                        円

 

  (注)契約金額および支払を受けた額は消費税および地方消費税込み

　の額を記入
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様式第２号　訂正届（第２条第２項関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日 

 

　（宛先）秋田市議会議長 

 

                                   秋田市議会議員　　　　　　　 

 

訂正届 

 

 　秋田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例第２条第２項の規

定により、次のとおり訂正届を提出します。 

 

 

　１　訂正箇所 

 

 

 

　２　訂正の理由 
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様式第３号　複写申込書（第５条関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日 

 

　（宛先）秋田市議会議長 

 

                              氏名　　　　　　　　　　　　　　 

 　　　　　　　　　　　　　　　住所又は居所

 　　　　　　　　　　　　　　　〒

 

　　　　　　　　　　　　　　　℡　　　　(　　　）　　　　　　  

 

 

複写申込書 

 

 　秋田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例第４条第２項の規

定により、次のとおり写しの交付を請求します。 

 

 写しの交付を求める報告又は訂正 写しの交付を求める範囲
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 秋田市告示第250号

 

　秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17

年秋田市条例第45号）第10条により、告示した事項に変更があったので、

 次のとおり告示する。

 

　　令和５年10月３日 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　  秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 １　施設名

　　秋田市上北手地区コミュニティセンター 

 ２　指定管理者

 　　上北手地区コミュニティセンター管理運営委員会

 ３　変更があった事項およびその内容

 　　所在地

 　　　変更前　秋田市上北手猿田字四ツ小屋29番地１

 　　　変更後　秋田市上北手猿田字苗代沢37番地１

 ４　変更年月日

 　　令和５年10月２日

 ５　変更理由

　　秋田市上北手地区コミュニティセンターの移転による。 
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秋田市告示第251号 

 

　秋田市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年秋田市条例第28号）

第10条第１項および第３項の規定に基づき、自転車等放置禁止区域内およ

び自転車等放置規制区域内に放置されていた自転車等を次のとおり撤去し、

保管したので、同条例第11条第１項の規定により告示する。 

 

　　令和５年10月３日 

 

秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

１　撤去し、保管した自転車等 

　(1) 放置されていた場所および台数 

ア　秋田駅西地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車等放置規

　制区域　19台 

イ　秋田駅東地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車等放置規

　制区域　５台 

　(2) 撤去し、保管した年月日 

　　　令和５年９月２日から同月30日まで 

　(3) 返還を行う時間および場所 

　　ア　時間　午前10時から午後７時まで 

　　イ　場所　秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車場内） 

　　　　　　　秋田市自転車等保管所 

　(4) 返還を開始する年月日および返還を行う期間 

　　　令和５年10月３日から令和６年４月３日まで 

 ２　返還を受けるために必要な事項

　　自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書を

　提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の利用者又は所有者

 　であることを証明するものを提示すること。

 ３　所有権の帰属
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　　この告示に係る自転車等で、告示後６か月を経過しても利用者等の引

　取りがないものについての所有権は、自転車の安全利用の促進及び自転

　車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号）第６

 　条第４項の規定に基づき本市に帰属する。

 ４　問合せ先

 　　秋田市山王一丁目１番１号

 　　秋田市都市整備部交通政策課　電話　888－5766

 　　秋田市東通仲町４番３号

 　　秋田市自転車等保管所　電話　834－6497
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 秋田市告示第252号

 

令和５年９月28日の「令和５年９月秋田市議会定例会」において議決を

 経た予算およびその要領は、別紙のとおりである。

 

 　　令和５年10月４日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　
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議案第120号

令和５年度秋田市一般会計補正予算（第６号）

令和５年度秋田市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100,329千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ151,669,876千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第４条 市債の変更は、「第４表 市債補正」による。
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12 22,547,541 433,717 22,981,258

1 地方交付税 22,547,541 433,717 22,981,258

16 29,160,800 153,340 29,314,140

2 国庫補助金 8,309,680 153,340 8,463,020

17 11,775,601 34,063 11,809,664

2 県補助金 3,253,085 34,063 3,287,148

19 648,343 46,609 694,952

1 寄附金 648,343 46,609 694,952

20 5,949,151 △55,500 5,893,651

2 基金繰入金 5,688,222 △55,500 5,632,722

23 13,558,400 △511,900 13,046,500

1 市債 13,558,400 △511,900 13,046,500

151,569,547 100,329 151,669,876

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　入　　合　　計

地方交付税

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金

市債
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2 13,819,626 181,566 14,001,192

1 総務管理費 11,935,202 181,566 12,116,768

3 57,925,663 187,934 58,113,597

1 社会福祉費 27,519,544 97,205 27,616,749

5 災害救助費 1,576,160 90,729 1,666,889

4 16,514,942 61,905 16,576,847

2 保健所費 4,690,204 61,905 4,752,109

5 607,676 3,061 610,737

1 労働諸費 607,676 3,061 610,737

6 2,986,814 135,270 3,122,084

1 農業費 2,120,805 134,022 2,254,827

3 林業費 419,054 1,248 420,302

7 9,136,900 60,592 9,197,492

1 商工費 9,136,900 60,592 9,197,492

8 16,521,979 33,124 16,555,103

3 河川費 2,327,677 1,920 2,329,597

5 都市計画費 4,589,982 31,204 4,621,186

10 14,320,784 △568,723 13,752,061

6 社会教育費 3,138,901 △568,723 2,570,178

11 1,500,664 5,600 1,506,264

1 農林水産施設災害復旧費 471,792 5,600 477,392

151,569,547 100,329 151,669,876

計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

款

商工費

土木費

教育費

災害復旧費

歳　　出　　合　　計

- 17 -



総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額
千円 千円 千円 千円

10 教育費 6 2,409,133 令和5年度 688,388 2,638,042 令和5年度 119,665

令和6年度 1,720,745 令和6年度 2,005,670

令和7年度 512,707

（変　更）

佐竹史料
館改築事
業（改築
工事等
分）

補 正 後

社会教育
費

款 項 事 業 名
補 正 前

第２表　　継続費補正
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第３表　　債務負担行為補正

(追　加)

令和5年度
～

令和6年度

令和5年度
～

令和6年度

令和5年度
～

令和6年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
冬みち安全安心対策除雪強化事業 118,800

小学校給食調理業務委託経費 39,791

中学校給食調理業務委託経費 16,212
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 第４表　　市債補正

限　　 　度　　　 額 起債の

補正前の額 補　正　額 計 方　法

千円 千円 千円

社 会 教 育 費 1,195,200 △ 511,900 683,300

計 13,558,400 △ 511,900 13,046,500

起　債　の　目　的 利　率 償　還　の　方　法

- 20 -



議案第121号

令和５年度秋田市介護保険事業会計補正予算（第１号）

令和５年度秋田市の介護保険事業会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34,218千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,348,477千円と

する。

２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」による。
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8 7,296 34,218 41,514

1 繰越金 7,296 34,218 41,514

31,314,259 34,218 31,348,477

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

繰越金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項
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7 7,351 34,218 41,569

1 償還金及び還付加算金 7,351 34,218 41,569

31,314,259 34,218 31,348,477

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出

諸支出金

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額
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議案第122号

（ ）令和５年度秋田市水道事業会計補正予算 第１号

（総 則）

第１条 令和５年度秋田市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第２条 令和５年度秋田市水道事業会計予算（以下「予算」という ）第。

４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「 3 , 6 9 9 , 7 7 8 千 円 」 を 「 3 , 7 4 7 , 9 7 8 千 円 」 に 、 建 設 改 良 積 立 金

「121,934千円」を「124,834千円」に、過年度分損益勘定留保資金

「3,328,472千円」を「3,373,772千円」にそれぞれ改め、資本的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 資本的収入 3,456,677千円 71,400千円 3,528,077千円

第１項 企 業 債 2,763,000千円 71,400千円 2,834,400千円

支 出

第１款 資本的支出 7,156,455千円 119,600千円 7,276,055千円

第１項 建設改良費 5,698,189千円 119,600千円 5,817,789千円

（継 続 費）

第３条 継続費の総額及び年割額を次のとおり変更する。

（変 更 前）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１資本的 １建 設 手 形 山 1,613,000千円 令和３年度 241,000千円
支 出 改良費 送 水 管

整 備 工 事 令和４年度 593,000千円

令和５年度 779,000千円
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１資本的 １建 設 仁 井 田 27,250,000千円 令和３年度 －千円
支 出 改良費 浄 水 場

等整備事業 令和４年度 55,000千円

令和５年度 354,000千円

令和６年度 5,886,000千円

令和７年度 10,123,000千円

令和８年度 8,878,000千円

令和９年度 1,954,000千円

（変 更 後）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１資本的 １建 設 手 形 山 1,703,600千円 令和３年度 241,000千円
支 出 改良費 送 水 管

整 備 工 事 令和４年度 593,000千円

令和５年度 869,600千円

１資本的 １建 設 仁 井 田 29,180,000千円 令和３年度 －千円
支 出 改良費 浄 水 場

等整備事業 令和４年度 55,000千円

令和５年度 383,000千円

令和６年度 6,303,000千円

令和７年度 10,840,000千円

令和８年度 9,507,000千円

令和９年度 2,092,000千円

（企 業 債）

第４条 予算第７条に定めた限度額を次のとおり補正する。

(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

限 度 額 2,763,000千円 71,400千円 2,834,400千円

（利益剰余金の処分）

第５条 予 算 第 1 2 条 中 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ｢ 6 8 , 7 9 8 千 円 ｣ を

「0千円」に改め、処分額を次のとおり補正する。

(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

(1) 利 益 積 立 金 68,798千円 △68,798千円 0千円
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議案第126号

令和５年度秋田市一般会計補正予算（第７号）

令和５年度秋田市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,485,130千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ154,155,006千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第３条 市債の補正は、「第３表 市債補正」による。
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12 22,981,258 411,959 23,393,217

1 地方交付税 22,981,258 411,959 23,393,217

16 29,314,140 420,139 29,734,279

2 国庫補助金 8,463,020 420,139 8,883,159

17 11,809,664 1,095,132 12,904,796

2 県補助金 3,287,148 1,095,132 4,382,280

23 13,046,500 557,900 13,604,400

1 市債 13,046,500 557,900 13,604,400

151,669,876 2,485,130 154,155,006

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

地方交付税

国庫支出金

県支出金

市債

歳　　入　　合　　計
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2 14,001,192 2,244 14,003,436

1 総務管理費 12,116,768 2,244 12,119,012

3 58,113,597 374,699 58,488,296

1 社会福祉費 27,616,749 232,894 27,849,643

2 児童福祉費 19,633,903 141,805 19,775,708

4 16,576,847 439,447 17,016,294

1 環境衛生費 856,113 1,760 857,873

2 保健所費 4,752,109 66,000 4,818,109

3 清掃費 8,459,881 371,687 8,831,568

6 3,122,084 148,412 3,270,496

1 農業費 2,254,827 102,912 2,357,739

3 林業費 420,302 45,500 465,802

7 9,197,492 125,186 9,322,678

1 商工費 9,197,492 125,186 9,322,678

10 13,752,061 8,785 13,760,846

6 社会教育費 2,570,178 8,785 2,578,963

11 1,506,264 1,386,357 2,892,621

1 農林水産施設災害復旧費 477,392 1,382,235 1,859,627

3 教育施設災害復旧費 242,401 2,087 244,488

4 その他公共施設・公用施設災害復旧費 0 2,035 2,035

151,669,876 2,485,130 154,155,006

商工費

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

教育費

災害復旧費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費
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第２表　　債務負担行為補正

(追　加)

令和5年度
～

令和6年度

令和5年度
（農業・漁業経営フォローアップ資金） ～

令和15年度

令和5年度
～

令和6年度

消防団特殊車両整備経費 52,949

水害復旧支援資金利子等助成事業 5,830

事 項 期 間 限 度 額

千円
農業経営等復旧・再開支援対策事業 32,599
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 第３表　　市債補正

限　　 　度　　　 額 起債の

補正前の額 補　正　額 計 方　法

千円 千円 千円

社 会 福 祉 費 162,500 53,300 215,800

児 童 福 祉 費 136,900 46,200 183,100

224,100 224,100

2,000 2,000

232,300 232,300

計 13,046,500 557,900 13,604,400

起　債　の　目　的 利　率 償　還　の　方　法

農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費

そ の 他 公 共 施 設 ・
公用施設災害復旧費

歳 入 欠 か ん 等 債

普通貸借
又は

証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

  政府資金の場合はそ
の融資条件による。銀
行その他の場合は債権
者と協議して定める。
ただし財政の都合によ
り据置期間及び償還期
限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借
換することができる。
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議案第127号

令和５年度秋田市市営墓地会計補正予算（第１号）

令和５年度秋田市の市営墓地会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,035千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ194,181千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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2 133,189 2,035 135,224

1 一般会計繰入金 133,189 2,035 135,224

192,146 2,035 194,181

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

繰入金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項
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6 0 2,035 2,035

1 災害復旧費 0 2,035 2,035

192,146 2,035 194,181

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出

災害復旧費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額
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3,100,000

1,800,000

355,308,000 78,922,000

1,800,000

3,100,000

6,641,069,000 43,272,000

413,519,000

6,752,456,000

7,112,664,000 0 7,059,488,000 43,272,000

11111111

683,841,000

2,000 268,000

657,066,000

270,000

7,820,362,000

7,163,026,000

7,848,247,000

7,164,404,000

1111111111
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3,100,000

1,800,000

2,426,394673,606

1,800,000

9,000,000 6,693,341,000 6,131,583,604

2,028413,519,000 413,516,972

172,000,000

172,000,000         172,000,000 389,757,396

7,111,760,000 6,545,774,182         172,000,000 393,985,8189,000,000

1111

7,163,026,000

269,500

657,066,000 669,267,770 12,201,770

270,000

7,820,362,000 7,664,531,559

6,994,994,289

1111
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2,200,777,000 2,170,397,000 184,633,000

75,234,000 85,000 75,319,000

1,545,400,000  1,545,400,000 152,700,000

1,000 301,000 302,000

38,666,000 34,000 38,700,000

541,476,000 510,676,000 31,933,000

5,533,853,000 5,518,151,000 575,263,000 343,944,430

1,502,294,000 1,611,000 1,503,905,000

343,944,4304,031,559,000 4,009,146,000 575,263,000

5,100,000 5,100,000
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141,400,000 2,496,430,000 1,634,870,258

75,319,000 75,319,000 0

141,400,000 1,839,500,000 1,188,100,000

302,000 302,500 500

38,700,000 30,175,000

542,609,000 340,973,758

1,523,940,000 484,999,615

484,943,0052,919,470,425 634,940,000 889,000,000 1,523,940,000

6,437,358,430 4,428,418,815 634,940,000 889,000,000

4,928,353,430

5,043,681 56,319

291

5,100,000

1,503,905,000 1,503,904,709
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

5,979,755,455

145,964,557

246,996,852 6,372,716,864

1,042,073,729

971,711,080

298,690,545

165,775,416

454,599,556

319,760,716

2,534,446,587

106,590,564 5,893,648,193

17,609,000

479,068,671

145,193

1,404,946 268,690,887 398,138,758

602,500,834

46,574,618 666,829,645

267,285,941

877,207,429

62,225

245,000 245,000

556,428 618,653

876,833,776

876,833,776

0

0
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1
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1 1

23,225,726,494 5,068,893,794 295,420,304 2,297,129,954 17,048,896

462,086,616

462,086,616

462,086,616

               

23,687,813,110 5,068,893,794 295,420,304 2,297,129,954 17,048,896

75,319,000               

75,319,000

23,763,132,110 5,068,893,794 295,420,304 2,297,129,954 17,048,896
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1 1

7,678,492,948 3,410,433,418 1,611,063,284 5,021,496,702 35,925,716,144

               1,148,976,668 0

               1,148,976,668 0

               0

               1,148,976,668 0 0

7,678,492,948 3,410,433,418 1,148,976,668 0 4,559,410,086 35,925,716,144

                            876,833,776 876,833,776 952,152,776

75,319,000

876,833,776 876,833,776 876,833,776

7,678,492,948 3,410,433,418 1,148,976,668 876,833,776 5,436,243,862 36,877,868,920
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23,763,132,110 7,678,492,948 876,833,776

23,763,132,110 7,678,492,948 0
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4) 438,740,400

14,451,663,973

75,839,806,527

888,713,082

73,250,531

13,050,959,960

940,049,645

61,388,142,554

4,800,000

4,800,000

12,789,754

1,687,822,788

33,161,165

1,636,367,269

5,504,600

483,447,649

59,695,519,766

71,084,953

81,384,333

104,087,768

26,177,492

374,187,007

99,551,300

2,161,438,344

53,290,148,376

15,042,392,463

103,239,778,343

1,527,002,867

4,468,784,886

2,032,132,317
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

1,148,976,668

876,833,776

36,877,868,920

75,839,806,527

5,436,243,862

13,114,736,810

7,678,492,948

3,410,433,418

17,048,896

5,068,893,794

295,420,304

2,297,129,954

23,763,132,110

13,699,969,279

38,961,937,607

18,710,651,734

2,529,868,785

1,400,000

67,804,484

183,976,162

11,151,056

807,715,432

56,653,428

1,458,751,375

1,458,751,375

10,221,332

22,732,099,543

1,828,796,294

912,447,517

916,348,777

32,034,406

20,871,268,843

20,871,268,843
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10,789,338,000         
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10,707,899,000    10,673,560,145    

7,335,760,000     7,299,943,731     

1,417,4033,250,317,000     3,251,734,403     

60,011121,822,000       121,882,011       

58,500,000 177,767,141

2,550,000

731,373,000 662,046,592

2,550,000

- 51 -
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5

8 0

3,090,400,000

638,000 638,000 0

2,659,195,0006,521,656,000 3,808,681,458

2,225
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

1,003,174,273

121,039,779

624,300,992

0

378,873,281

309,683 400,433

90,750

503,261,213

121,440,212 121,440,212

633,910,689

66,106,463 700,017,152 2,551,501,165

2,029,402,674

6,030,412 3,251,518,317

20,131

1,194,307,000

21,758,100

2,048,239,952

223,172,858

5,423,375,019

82,931,351 8,869,798,778

35,578,349

1,707,098,973

346,227,409

388,191,845

663,222,974

2,032,725,000

781,800 6,821,558,826

4,788,052,026
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1
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42,421,416,077 2,251,223,428 1,289,904,105 21,327

368,125,592

368,125,592

42,789,541,669 2,251,223,428 1,289,904,105 21,327

1,157,008,813 23,635,577 148,697

856,572,000

300,436,813 148,697

43,946,550,482 2,274,859,005 1,290,052,802 21,327
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1,225,685,763 4,766,834,623 746,998,873 746,998,873 47,935,249,573

0

0

0

0 0

1,225,685,763 4,766,834,623 378,873,281 0 378,873,281 47,935,249,573

0 0

5,765,691 5,914,388

1,231,451,454 4,796,384,588 0 1,003,174,273 1,003,174,273 49,746,109,343

- 57 -



43,946,550,482 4,796,384,588 1,003,174,273

378,873,281

378,873,281

44,325,423,763 4,796,384,588 0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

2,875,495,153

216,115,669,356

5,082,418,167

23,650,876,292

15,051,036

35,116,535

805,082,861

152,058,384,506

9,212,194,069

12,939,200

9,225,133,269

161,283,517,775

4,600,264,012

555,080,000

646,891,449

100,000

5,749,108,623

167,032,626,398
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

54,621,872,233

54,621,872,233

1,595,652,524

596,448,524

999,204,000

56,217,524,757

5,232,056,245

5,232,056,245

34,320,340

6,770,306

1,252,957,019

2,107,679

41,090,646

6,528,211,589

72,244,749,304

54,540,780,709

117,286,517,055

2,274,859,005

1,290,052,802

43,946,550,482

4,796,384,588

1,003,174,273

1,003,174,273

21,327

1,231,451,454

5,799,558,861

49,746,109,343

167,032,626,398
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500,000

34,579,000

1,644,0001,685,000

630,725,000654,079,000 0

100,000 100,000

32,833,00033,824,000

35,611,000

500,000

50,00050,000

39,297,00039,241,000 2,333,000

556,299,000578,677,000

618,468,000 0 596,146,000

        

655,975,000           

26,419,000            

8,361,000             70,000

34,782,000            

1,000                 2,790,000

519,913,000           

621,193,000           

101,279,000           

2,000                 

2,0002,000
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500,000

2,603,68534,579,000 31,975,315

500,000

8501,644,000 1,643,150

28,375,491630,725,000 602,349,509

100,000 100,000

32,833,000 30,332,165 2,500,835

50,000 50,000

501,11739,297,000 38,795,883

24,720,689556,299,000 531,578,311

596,146,000 570,374,194 25,771,806

633,232,224      634,204,000       

25,421,000        25,418,631       

8,431,000         8,422,571        

33,854,000        33,841,202       

501,122,000       498,560,760      

96,437,000        97,867,792       1,430,792

2,791,000         2,962,470        171,470

600,350,000       599,391,022      

2,000             

2,0002,000
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27,100,000

190,200,000 178,891,000

122,761,000 108,482,000

12,700,000 8,900,000

27,200,000

18,104,000

26,000,000 6,870,000

1,539,000

32,870,000

1,539,000

5,400,000

1,442,000

10,777,000

208,304,000 193,308,000

485,000 353,000 176,000

25,871,000 21,901,000

388,692,000 377,365,000

276,260,000 102,000 276,362,000

112,431,000 101,002,000

414,563,000

1,000

399,266,000 2,661,000

16,817,000

9,054,000 9,054,000

2,661,000

12,847,000 2,661,000

8,332,000

1,032,000 532,000

1,000

2,408,000

2,408,000

1,700,000

14,417,000

4,700,000
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401,927,000 354,532,560 36,010,000

11,634,685

9,054,000 9,052,318 1,682

11,384,44036,010,000

178,891,000 135,518,375

24,400,000

32,870,000

9,100,000

27,100,000

108,482,000 85,873,000

200,0008,900,000

14,606,375

352,800529,000

36,010,000377,365,000 333,845,557

101,002,000 57,483,260 36,010,000

703

7,508,74036,010,000

276,361,297

3,873,31515,508,000

3,874,99724,562,000 20,687,003

8,332,000 8,257,000

1,000 1,000 0

1,066,000

276,362,000

1,539,000 1,539,000 0

6,400,000 3,400,000

7,509,443

195,716,000 148,594,175

13,075,800

36,010,000

16,825,000

1,564,000
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

400,000

3,593,600

88,310,000

89,045,000735,000

5,520,594 7,657,684

516,459,712

315,990,776

31,434,062

117,865,868

13,477,210

2,137,090

5,139,006

96,702,684

32,552,790

448,797,205

5,490

10,104,004

107,273

10,792,890

317,867,000

3,636,724

523,975,925

18,083,000

279,356

25,418,6311,207,275

5,849,000

468,240 498,557,294

180,216,564

545,499,889405,686 29,040,177
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

1,643,150 50,355,767 473,620,158

196,870

24,822,953

48,418,665

0

2,790,558

27,785,423

20,633,242

2,962,4702,962,4702,962,470171,912

1,446,280

48,712,617

35,996,283

12,716,334
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3,051,022,702 3,029,848 209,442,691

18,574,955

18,574,955

18,574,955

3,069,597,657 3,029,848 209,442,691

94,130,000

2,863,290,844 2,881,151 203,677,000
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212,472,539 39,208,197 39,208,197 3,302,703,438

20,633,242 0

20,633,242 0

0

20,633,242 0 0

212,472,539 20,633,242 0 20,633,242 3,302,703,438

48,418,665 27,785,423

20,633,242 0 0

94,130,000

27,785,423 27,785,423 27,785,423

206,558,151 0 48,418,665 48,418,665 3,118,267,660

- 69 -



2,863,290,844 206,558,151 48,418,665

20,633,242

20,633,242

2,883,924,086 206,558,151 0
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1
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1,168,762,134

6,497,373,643

92,867,851

1,782,062,883

9,495,970,477

8,311,198,920

618,523

393,406

510,283,600

2,246,326,318

41,518,286

6,538,000

3,456,000

3,456,000

9,018,163,078

696,970,158

17,067,318

11,430,000

668,472,840

6,538,000

8,321,192,920

17,662,998
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

3,563,347,269

2,881,151

316,988,710

5,899,895,418

5,340,584,795

33,235,574

2,375,904

2,863,290,844

203,677,000

206,558,151

48,418,665

48,418,665

9,018,163,078

3,118,267,660

254,976,816

2,019,559,439

275,774,478

275,774,478

29,096,466

9,270,930

470,932

2,846,836

17,235,574

16,000,000

1,986,323,865

1,986,323,865
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秋田市告示第254号 

 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78条の２第１項および第115条の

12第１項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者および指定地域

密着型介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条の

11および第115条の20の規定により告示する。 

 

  令和５年10月４日 

 

秋田市長 穂 積   志      

 

事業者の 

名  称 

事業所の 

名  称 
事業所の所在地 指定の年月日 

サービスの 

種 類 

メディカル

・ケア・サ

ービス東北

株式会社 

愛 の 家 グ

ル ー プ ホ

ー ム 秋 田

外旭川 

秋田市外旭川字

堂 ノ 前 174 番 地

１ 

令和５年10月１日 

認 知 症 対 応

型 共 同 生 活

介 護 、 介 護

予 防 認 知 症

対 応 型 共 同

生活介護 

メディカル

・ケア・サ

ービス東北

株式会社 

愛 の 家 小

規 模 多 機

能 型 居 宅

介 護 秋 田

外旭川 

秋田市外旭川字

堂 ノ 前 174 番 地

１ 

令和５年10月１日 

小 規 模 多 機

能 型 居 宅 介

護 、 介 護 予

防 小 規 模 多

機 能 型 居 宅

介護 
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秋田市告示第255号 

 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第78条の５第２項お

よび第115条の15第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地

域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者か

ら事業の廃止の届出があったので、同法第78条、第78条の11および第115

条の20の規定により告示する。 

 

  令和５年10月４日 

 

秋田市長 穂 積   志      

 

事業者の 

名  称 

事業所の 

名  称 

事業所の 

所 在 地 

廃止の 

年月日 

サービスの 

種   類 

株式会社創

生事業団 

グル ープ ホー

ムグ ッド ケア

・秋田 

秋 田 市 外 旭 川

字 堂 ノ 前 174番

地１ 

令和５年

９月30日 

認知症対応型共

同生活介護、介

護予防認知症対

応型共同生活介

護 

株式会社創

生事業団 

小規 模多 機能

ホー ムグ ッド

ケア・秋田 

秋 田 市 外 旭 川

字 堂 ノ 前 174番

地１ 

令和５年

９月30日 

小規模多機能型

居宅介護、介護

予防小規模多機

能型居宅介護 

株式会社ま

つかさ園 

小規 模多 機能

型居 宅介 護事

業所りんどう 

秋 田 市 仁 井 田

本 町 二 丁 目 12

番14号 

令和５年

９月30日 

小規模多機能型

居宅介護、介護

予防小規模多機

能型居宅介護 

社会福祉法

人晃和会 

川口 デイ サー

ビスセンター 

秋 田 市 楢 山 登

町10番64号 

令和５年

９月30日 
通所介護 
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秋田市告示第256号 

 

　次のとおり本市の字の区域を変更することについて、地方自治法（昭和 

22年法律第67号）第260条第２項の規定に基づき告示する。 

　この変更の処分は、当該変更区域に係る土地改良法（昭和24年法律第 

195号）第89条の２第10項において準用する同法第54条第４項の規定によ 

る換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずるものとする。 

 

　　令和５年10月６日 

 

秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

 変更前の字の区域 変更後の字の区域

 秋田市下新城中野字島合 秋田市下新城中野字乳倉

 51番から57番まで、58番１、59番１、

 60番１、61番１、62番１、63番、64番

 １、65番１、66番１、67番１、68番

 １、69番１、70番１、71番１、72番

 １、73番１、74番１およびこれらの区

 域に隣接介在する道路、水路である公

 有地の全部

 秋田市飯島字雀島 秋田市下新城中野字乳倉

 　１番１、２番から26番までおよびこれ

 　らの区域に隣接介在する道路、水路で

 　ある公有地の全部

 秋田市下新城笠岡字和田尻 秋田市下新城笠岡字新家越

１番、２番、４番、６番から９番ま

で、14番から21番まで、22番１、23番

１、33番１、34番１、35番、35番１、

36番から50番まで、51番１、52番１、
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57番１、58番１、59番１、60番１、61

番１、62番１、63番１、64番１、65番

１、66番１、67番１およびこれらの区

域に隣接介在する道路、水路である公

有地の全部

秋田市下新城笠岡字中沖 秋田市下新城笠岡字新家越

　15番１、15番３、16番１、16番２、17

　番から19番まで、19番１、20番、24番

　から28番まで、31番から37番まで、38

　番１、39番１、39番３、49番２、50番

　１、51番１、51番３、52番から72番ま

　で、73番１、74番１、75番１、76番

　１、77番１、78番１、79番１、80番

　１、81番１、82番１、83番１、84番

　１、85番１、86番１、87番１、88番

　１、89番１、90番１、91番１、92番

　１、93番１、94番１、95番１、96番

　１、97番１、97番２、98番１、99番１

　およびこれらの区域に隣接介在する道

　路、水路である公有地の全部

秋田市下新城笠岡字島下り 秋田市下新城笠岡字新家越

１番１、９番、19番から21番まで、25

番から58番まで、59番1、77番から88

番までおよびこれらの区域に隣接介在

する道路、水路である公有地の全部

秋田市下新城笠岡字家越 秋田市下新城笠岡字新家越

１番１、１番２、４番から６番まで、

６番１、７番から14番まで、14番１、

15番から21番まで、21番１、22番、22

番１、23番、23番１、24番、25番、25
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番１、26番から35番まで、36番１、37

番１、38番、39番１、43番、44番１、

48番１、49番から51番まで、52番１、

53番１、54番から59番まで、60番１、

61番１、61番３、65番１、66番、67

番、67番１、69番１、69番７、71番

１、72番２、85番１、85番３、86番

１、86番２、87番から104番までおよ

びこれらの区域に隣接介在する道路、

水路である公有地の全部

秋田市飯島字芋田 秋田市下新城笠岡字新家越

　９番１、10番１、11番、12番１、13番

　から32番まで、33番１、34番１、84番

　１、85番１、86番から95番まで、96番

　１、96番２、97番１、97番３、163番

　１、163番３、164番、165番およびこ

　れらの区域に隣接介在する道路、水路

　である公有地の全部

秋田市下新城笠岡字川向 秋田市下新城笠岡字田尻

　73番の一部およびこれらの区域に隣接

　する道路、水路である公有地の一部 

　120番１に隣接する道路、水路である

　公有地の一部

秋田市下新城笠岡字田尻 秋田市下新城笠岡字川向

　111番１の一部および隣接する道路、

　水路である公有地の一部、121番に隣

　接する道路である公有地の一部
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秋田市告示第257号 

 

　次のとおり本市の字の区域を変更することについて、地方自治法（昭和 

22年法律第67号）第260条第２項の規定に基づき告示する。 

　この変更の処分は、当該変更区域に係る土地改良法（昭和24年法律第 

195号）第89条の２第10項において準用する同法第54条第４項の規定によ 

る換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずるものとする。 

 

　　令和５年10月６日 

 

秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

 変更前の字の区域 変更後の字の区域

 秋田市楢山字石塚谷地 秋田市上北手荒巻字鳥越　　　　

 454番３から454番11まで、454番

 13から454番16までおよびこれら

 の区域に隣接する道路、水路で

 ある公有地の全部

  秋田市上北手荒巻字割田 秋田市上北手荒巻字前田

 ４番、６番から９番まで、30番

から32番までおよびこれらの区

域に隣接介在する道路、水路で

ある公有地の全部
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- 103 -
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 秋田市告示第259号

 

　次の納税通知書は、本人の住所又は居所が明らかでないため送達できな

かったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定

 により公示送達する。

　なお、当該納税通知書は、市民生活部国保年金課に保管し、送達を受け

 るべき者が請求したときは、いつでも交付する。

 

 　　令和５年10月12日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 １　送達を受けるべき者の氏名および住所

 　　別紙（省略）のとおり

 ２　送達する書類

 　　国民健康保険税納税通知書（課税年度令和５年　賦課年度令和５年）

 　　国民健康保険税納税通知書（課税年度令和５年　賦課年度令和４年）
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秋田市告示第260号 

 

　次の後期高齢者医療保険料督促状は、本人の住所又は居所が明らかでな

いため送達できなかったので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57

年法律第80号）第112条の規定により準用する地方税法（昭和25年法律第 

226号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。 

　なお、当該督促状は、市民生活部後期高齢医療課に保管し、送達を受け

るべき者が請求したときは、いつでも交付する。 

 

　　令和５年10月12日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

１　送達を受けるべき者の氏名および住所 

　　別紙（省略）のとおり 

２　送達する書類 

　　令和５年度第１期および第２期後期高齢者医療保険料督促状 
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 秋田市告示第261号

 

　次の国民健康保険税督促状は、本人の住所又は居所が明らかでないため

送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第

 １項の規定により公示送達する。

　なお、当該国民健康保険税督促状は、市民生活部国保年金課収納推進室

 に保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

 

 　　令和５年10月13日

 

 秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 １　送達を受けるべき者の氏名および住所

 　　別紙（省略）のとおり

 ２　送達する書類

 　　国民健康保険税督促状

 ３　通知年度、賦課年度および期別

 　　別紙（省略）のとおり
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秋田市告示第262号 

 

　次の後期高齢者医療保険料納入通知書は、本人の住所又は居所が明らか

でないため送達できなかったので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和57年法律第80号）第112条の規定により準用する地方税法（昭和25年法 

律第226号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。 

　なお、当該納入通知書は、市民生活部後期高齢医療課に保管し、送達を

受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。 

 

　　令和５年10月13日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

１　送達を受けるべき者の氏名および住所 

　　別紙（省略）のとおり 

２　送達する書類 

　　令和５年度後期高齢者医療保険料納入通知書 
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秋田市告示第263号 

 

　次の書類は、その送達を受けるべき者の居所等が不明のため送達できな

いので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に基づき、

公示送達する。 

　なお、当該書類は企画財政部市民税課で保管し、送達を受けるべき者が

請求したときは、いつでも交付する。 

 

　　令和５年10月13日 

 

秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

１　送達を受けるべき者の氏名および住所 

　　別紙（省略）のとおり 

２　送達すべき書類の名称 

　　令和５年度市民税・県民税納税通知書兼決定通知書 
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 秋田市告示第264号

 

 　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の６第１項の規定に基

づき、指定緊急避難場所の指定を次のとおり取り消したので、同条第２項

 の規定により告示する。

 

 　　令和５年10月13日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 　指定緊急避難場所

 　名称　　　上北手地区コミュニティセンター

 　所在地　　秋田市上北手猿田字四ツ小屋29番地１

 　対象　　　洪水、地震

 　収容人数　42人
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 秋田市告示第265号

 

 　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の４第１項の規定に基

づき、指定緊急避難場所を次のとおり指定したので、同条第３項の規定に

 より告示する。

 

 　　令和５年10月13日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 　指定緊急避難場所

 　名称　　　上北手地区コミュニティセンター

 　所在地　　秋田市上北手猿田字苗代沢37番地１

 　対象　　　崖崩れ、土石流及び地滑り、地震

 　収容人数　85人
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 秋田市告示第266号

 

 　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の７第２項の規定に基

づき、指定避難所の指定を次のとおり取り消したので、同項の規定により

 告示する。

 

 　　令和５年10月13日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 　指定避難所

 　名称　　　上北手地区コミュニティセンター

 　所在地　　秋田市上北手猿田字四ツ小屋29番地１

 　収容人数　42人
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 秋田市告示第267号

 

 　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の７第１項の規定に基

づき、指定避難所を次のとおり指定したので、同条第２項の規定により告

 示する。

 

 　　令和５年10月13日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 　指定避難所

 　名称　　　上北手地区コミュニティセンター

 　所在地　　秋田市上北手猿田字苗代沢37番地１

 　収容人数　85人
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秋田市告示第268号 

 

介護保険法（平成９年法律第123号）第70条第１項および第115条の２第

１項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者および指定介護予防サービ

ス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条および第115条の10の規

定により告示する。 

 

  令和５年10月17日 

 

秋田市長 穂 積   志      

 

事業者の 

名  称 

事業所の 

名  称 
事業所の所在地 指定の年月日 

サービスの 

種 類 

有限会社やさ

しい手秋田 

訪 問 看 護

か え り え

秋田 

秋田市川元むつ

み町７番13号 
令和５年10月15日 

訪問看護、 

介 護 予 防 

訪 問 看 護 
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秋田市告示第269号 

 

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定による

身体障害者手帳の申請に関わる医師を次のとおり指定したので、秋田市身

体障害者福祉法施行細則（平成15年秋田市規則第３号）第５条の規定によ

り告示する。 

 

　　令和５年10月18日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

医師氏名 医療機関名 診療科名 担当する障害分野

陳　　　　　開 地方独立行政法 消化器外科 ぼうこう又は直腸機能障

 人市立秋田総合 害

病院 小腸機能障害
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秋田市告示第270号 

 

　次の書類は、その送達を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないた

め送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２ 

第１項の規定により公示送達する。 

　なお、当該書類は、企画財政部納税課に保管し、送達を受けるべき者が

請求したときは、いつでも交付する。 

 

　　令和５年10月18日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

１　送達を受けるべき者の住所および氏名 

　　住所　秋田市中通五丁目１番26号　デザートオブローズ504号　 

　　氏名　ＴＥＴＬＯＷ　ＢＲＥＮＤＯＮ　ＡＤＡＭ 

２　送達する書類 

　　差押調書（謄本）　１通 

　　配当計算書　　　　１通 
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 秋田市教委告示第18号

 

　令和５年10月26日午後３時30分秋田市役所５階５－Ａ会議室に教育委員

 会定例会を招集する。

 

 　　令和５年10月19日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　秋田市教育委員会

 　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　佐　藤　孝　哉　　　　　

 

 　付議案件

 　秋田市立小、中学校通学区域の一部を改正する件
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 秋田市教委告示第19号

 

 　　　秋田市立小、中学校通学区域の一部を改正する件

 

 　　令和５年10月31日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　秋田市教育委員会

 　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　佐　藤　孝　哉　　　　　

 

 　秋田市立小、中学校通学区域の一部を次のように改正する。

　秋田市立中学校通学区域表の下北手中学校の表を削り、秋田市立中学校

通学区域表の城東中学校の表下北手松崎字の項を削り、同表に次のように

 加える。

下北手黒川字 新田、黒川、寺田、務沢

下北手桜字 桜谷地、守沢、新桜谷地

 下北手寒川字 鍬岱山、五関、寒川、鵐谷地、高森沢、新山、平垣、
 
保戸野沢、宮沢

下北手宝川字 愛ノ沢、姥ケ沢、潤ケ崎、大西ケ沢、種ケ崎、堂ケ 
 
下、繁昌田、古館ノ下

下北手通沢字 合ノ沢、内山、上前田、下前田、杉崎、仙戸谷地、滝 
 
ノ沢、中前田、元屋敷、山田沢、前田

下北手梨平字 袖ケ沢、梨平、登館、向田

 下北手松崎字 家ノ前、碇り、岩瀬、大沢田、大巻、上崎、堤沢、走
 
り崎、前谷地、巻ノ沢、谷崎

下北手柳館字 赤平、碇、賀川、賀川潟下、潟頭、潟ノ沢、細谷沢、 
 
前田面、向田、矢潟、和田、新細谷

 

 　　　附　則

 　施行期日は、令和６年４月１日とする。
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 秋市選管告示第36号

 

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第189条第１項の規定に基づき、令

和５年４月23日執行の秋田市議会議員一般選挙における公職の候補者の選

挙運動に関する収支報告書の提出があったので、同法第192条第１項の規

 定により、次のとおりその要旨を公表する。

 

 　　令和５年10月31日

 

 秋田市選挙管理委員会　　　　　　　

 委員長　古　谷　　　薫　　　　　

 

 １　選挙の種類　

 　　令和５年４月23日執行　秋田市議会議員一般選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定

 　選挙運動費用額）

　　候補者１人につき　5,810,300円 

 ３　報告書の要旨

 　　別紙（省略）のとおり

- 162 -



 秋田市農委告示第12号

 

　令和５年10月17日午後２時秋田市役所正庁に秋田市農業委員会総会を招

 集する。

 

 　　令和５年10月６日

 

 秋田市農業委員会会長　佐々木　吉　秋　　　　　

 

 　案件

１　農地法第３条の規定による許可申請に関する件 

２　農地法第４条の規定による許可申請に関する件 

３　農地法第５条の規定による許可申請に関する件 

４　農用地利用集積計画（令和５年度第７号計画）に関する件 

５　非農地証明申請に関する件 
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秋田市上下水道局告示第11号 

 

　水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３の２第４項で準用する同法

第25条の３第１項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の更新を行

ったので、秋田市水道事業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局

管理規程第２号）第８条の３第２号の規定により告示する。 

 

　　令和５年10月12日 

 

秋田市上下水道事業管理者　工　藤　喜根男　　　　　 

 

 

 事業者名 代表者 所在地 指定の有効期限

   山生工業株式会 圓　城　一　路 秋田市手形田中13 令和10年９月29日

 社 番32号

    木村設備 木　村　浩　人 大仙市長野字小豆 令和10年９月29日

 田77番地３

   有限会社三浦土 三　浦　秀　人 由利本荘市矢島町 令和10年９月29日

    木 七日町字熊之堂94

 番地

   ライフホームメ 越　後　成　毅 秋田市下北手松崎 令和10年９月29日

   ンテナンスあき 字家ノ前215番地

 た給排水設備 ７

    株式会社鹿渡工 鎌　田　明　徳 能代市浅内字横道 令和10年９月29日

 業 34番地４

    椿工業 田　仲　　　均 潟上市昭和大久保 令和10年９月29日

    字小川向谷地６番

 地２

 エアサプライ 佐　藤　繁　昭 秋田市南ケ丘二丁 令和10年９月29日

 目８番３号
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   太陽設備サービ 三　浦　英　幸 秋田市外旭川字水 令和10年９月29日

 ス 口42番地１

   有限会社マルタ 児　玉　武　志 秋田市土崎港中央 令和10年９月29日

 プロデュース 五丁目５番８号

   有限会社成金金 成　田　潤　哉 能代市二ツ井町字 令和10年９月29日

    物店 下野家後32番地の

 ３

   松岡設備サービ 松　岡　秀　樹 秋田市旭川新藤田 令和10年９月29日

 ス 西町１番３号

   有限会社加藤工 加　藤　正　登 秋田市広面字谷内 令和10年９月29日

 業所 佐渡87番地

   有限会社中仙施 柴　田　義　光 大仙市長野字神林 令和10年９月29日

 設工業 160番地

   山建開発株式会 山　内　智　博 秋田市横森五丁目 令和10年９月29日

 社 21番９号

   有限会社アサヒ 舩　木　靖　男 潟上市天王字追分 令和10年９月29日

 技建 101番地62

   有限会社貝塚設 貝　塚　　　洋 男鹿市船越字八郎 令和10年９月29日

 備工業 谷地１番地23

    株式会社伊藤組 伊　藤　　　仁 秋田市卸町一丁目 令和10年９月29日

 ４番17号

    鈴ヤ工事店 鈴　木　　　健 秋田市広面字糠塚 令和10年９月29日

 99番地３

   有限会社田村燃 田　村　哲　朗 大仙市北野目字北 令和10年９月29日

 料設備工業 野目47番地の１

  日新水道 大　関　昭　仁 秋田市新屋日吉町 令和10年９月29日

 28番21－３号

  松村水道サービ 松　村　栄　康 秋田市柳田字川崎 令和10年９月29日

ス 148番地
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  株式会社共立設 小　川　一　彦 由利本荘市土谷字 令和10年９月29日

備 新谷地241番地

  株式会社能登谷 能登谷　正　人 秋田市旭南三丁目 令和10年９月29日

工務所 ３番30号

   保坂設備工業 保　坂　末　昭 秋田市雄和椿川字 令和10年９月29日

石坂上32番地45

  株式会社春日設 永　田　公　博 秋 田 市 新 屋 豊 町 令和10年９月29日

備 19番47号

   吉沢設備 吉　澤　雄　二 秋田市新屋日吉町 令和10年９月29日

15番３号

  秋田住設サービ 石郷岡　則　夫 秋田市外旭川字八 令和10年９月29日

ス 幡田314番地14

   藤田水道工事店 藤　田　忠　雄 秋田市下北手松崎 令和10年９月29日

字大巻26番地125

  株式会社イース 島　村　禮　孝 大阪市中央区瓦屋 令和10年９月29日

   マイル 町三丁目７番３号

イースマイルビル

石川設備 石　川　　　哲 男鹿市船越字前野 令和10年９月29日

54番地２
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秋田市上下水道局告示第12号 

 

　水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３の２第１項の規定に基づき

秋田市指定給水装置工事事業者の指定の効力を失ったので、秋田市水道事

業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規程第２号）第８条

の３第３号の規定により告示する。 

 

　　令和５年10月12日 

 

秋田市上下水道事業管理者　工　藤　喜根男　　　　　 

 

 

 事業者名 代表者 所在地 効力が失われた日

   有限会社ミウラ 三　浦　廣　巳 大仙市刈和野字愛 令和５年９月30日

 商会 宕下174番地４

   株式会社永井建 永　井　　　崇 秋田市太平寺庭字 令和５年９月30日

 設 寺庭222番地の１

    フジヨシ設備 佐　藤　義　和 秋田市下北手松崎 令和５年９月30日

 字大巻26番地174

    株式会社寒風 菅　原　廣　悦 男鹿市脇本脇本字 令和５年９月30日

 前野１番地１

 株式会社ＬＩＸ 内　山　　　浩 秋田市土崎港相染 令和５年９月30日 

 ＩＬトータルサ 町字浜ナシ山17番

 ービス東北支店 地６

 秋田営業所

    布袋水明社 中　山　英　樹 湯沢市成沢字中ノ 令和５年９月30日

 沢５番地21

 辻島設備 辻　島　一　文 仙北郡美郷町野中 令和５年９月30日

字押切89番地２
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   ホーム研設 伊　藤　謙　治 男鹿市船川港船川 令和５年９月30日

 字漆畑９番地

   有限会社西目配 佐々木　博　之 由利本荘市西目町 令和５年９月30日

    管施設 沼田字新道下２番

 地622

   有限会社佐文工 佐　藤　文一郎 秋田市太平八田字 令和５年９月30日

業 上八田160番地５

   清和設備 鈴　木　正　助 大仙市鑓見内字館 令和５年９月30日

ノ内143番地

  東設 伊　藤　篤　志 男鹿市船川港比詰 令和５年９月30日

字才ノ神28番地４
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 秋田市公告

 

　市有地の売払いについて次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

 法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定に基づき公告

 する。

 

 　　令和５年10月４日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

１　売払物件の表示

物件番号 所　在　地 地 目 面 積 最低入札価格

１ 秋田市御所野地蔵田四丁目５番６ 雑種地 253.50㎡ 7,884,000円

 ２　入札参加者の資格

 　　次のいずれかに該当する者は入札に参加することができない。

 (1) 契約を締結する能力を有しない者および破産者で復権を得ない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条第２号に規定する暴力団ならびに同法第２条第６号に規

定する暴力団員、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者お

 よびこれらの者と密接な関係を有する者

(3) 次のいずれかに該当する者で当該年度にその事案があった者および

その者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する

 者

ア　競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の

 成立を害し、もしくは不正の利得を得るために連合した者

イ　落札者が契約を締結することを又は契約者が契約を履行すること

 を妨げた者

 ウ　正当な理由がなく契約を履行しなかった者

 ３　入札の場所および日時

 (1) 場所　秋田市山王一丁目１番１号

　　　　　秋田市役所６階　会議室６－Ａ 

(2) 入札　令和５年11月10日（金）午前10時 
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 　　　　　（入札申込受付は午前９時から午前９時50分まで）

 (3) 開札　入札締切後直ちに開札

 ４　入札心得および契約条項を示す場所

 　　秋田市山王一丁目１番１号　秋田市総務部財産管理活用課

 ５　入札保証金

(1) 現金又は秋田市を支払地とする銀行振出しの小切手をもって、入札

 金額の100分の５以上に相当する金額を入札申込受付時間内に納付す

 ること。

(2) 入札保証金は、還付又は契約保証金（契約金額の100分の10以上） 

の納付に充当することができる。 

(3) 落札者が指定期日までに契約を締結しないときは落札は無効とし、

入札保証金は市に帰属する。 

(4) 落札者以外の入札参加者の入札保証金は当日還付する。  

６　入札無効に関する事項 

　　次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札 

(3) 同一の入札について、２以上の入札をした者の入札 

(4) 同一の入札について、２人以上の入札参加者の代理人となった者の

 した入札

(5) 同一の入札について、他の入札参加者の代理人となった者のした入札 

(6) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札 

(7) 入札者の記名押印のない入札もしくは金額その他記載事項が脱落し、

 もしくは不明瞭で確認できない入札又は金額を訂正した入札

(8) 郵送による入札 

(9) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札 

７　売買契約の締結 

　　落札者は、市長が落札の通知を発した日から起算して７日以内に、売

 買契約書により契約を締結しなければならない。

８　契約保証金 
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(1) 契約者は、契約締結後、直ちに契約保証金を納付しなければならな

い。ただし、入札保証金を充当する場合は、充当額を差し引いた額を

 納付するものとする。

(2) 契約保証金は、契約者の申出により、当該売払代金に充当すること

 ができる。

９　売買代金 

契約者は、契約締結後30日以内に、売買代金を市の発行する納入通知

 書により納付しなければならない。

10　現地説明会 

　　現地説明会は実施しない（入札参加者は事前に確認すること。）。 
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秋田市公告 

 

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定によ

り、大規模小売店舗の新設に関する届出があったので、同条第３項の規定

に基づき、次のとおり公告し、関係書類を縦覧に供する。 

　なお、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する場合は、同法第８条第２項の規定により、縦

覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出し、これを述べることができ

る。 

 

　　令和５年10月４日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

１　届出事項の概要 

　(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称および代表者の氏名ならびに住

　　所 

　　　名　称　株式会社ツルハ 

　　　　　　　代表取締役　八　幡　政　浩 

　　　住　所　北海道札幌市東区北二十四条東二十丁目１番21号 

　　　名　称　株式会社セブン－イレブン・ジャパン 

　　　　　　　代表取締役　永　松　文　彦 

　　　住　所　東京都千代田区二番町８番地８ 

　(2) 大規模小売店舗の名称および所在地 

　　　名　称　（仮称）秋田手形複合商業施設 

　　　所在地　秋田県秋田市手形字山崎92番地５外 

　(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称および住所

　　ならびに法人にあっては代表者の氏名 

　　　名　称　株式会社ツルハ 

　　　　　　　代表取締役　八　幡　政　浩 
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　　　住　所　北海道札幌市東区北二十四条東二十丁目１番21号 

　　　名　称　株式会社セブン－イレブン・ジャパン 

　　　　　　　代表取締役　永　松　文　彦 

　　　住　所　東京都千代田区二番町８番地８ 

　(4) 大規模小売店舗の新設をする日　 

　　　令和６年５月29日 

　(5) 大規模小売店舗の店舗面積の合計　 

　　　1,104.93㎡ 

　(6) 駐車場の収容台数　 

　　　37台 

　(7) 駐輪場の収容台数　 

　　　18台　 

　(8) 荷さばき施設の面積　 

　　　53.00㎡ 

　(9) 廃棄物等の保管施設の容量　 

　　　21.24㎥ 

　(10) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻および閉店時

　　 刻 

　　ア　株式会社ツルハ　 

　　　(ｱ) 開店時刻　午前７時 

　　　(ｲ) 閉店時刻　午前０時 

　　イ　株式会社セブン－イレブン・ジャパン　 

　　　　24時間 

　(11) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

　　　 24時間 

　(12) 駐車場の自動車の出入口の数 

　　　 ３箇所 

　(13) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間 

　　ア　荷さばき施設①　午前６時から午後９時まで 

　　イ　荷さばき施設②　24時間 
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２　届出年月日　 

　　令和５年９月28日 

３　関係書類の縦覧場所および期間 

　(1) 縦覧場所　 

　　　秋田市産業振興部商工貿易振興課 

　(2) 縦覧期間　 

　　　令和５年10月４日から令和６年２月６日まで。ただし、土曜日、日

曜日および国民の祝日（以下「休日」という。）ならびに令和５年12

月29日から令和６年１月３日まで（休日を除く。）を除く、午前８時

30分から午後５時15分まで 

４　意見書の提出先　 

　　秋田市産業振興部商工貿易振興課 

５　意見書に添付する書面に記載すべき事項 

　(1) 意見を述べる者の氏名および住所 

　(2) 意見の対象となる大規模小売店舗の名称 

　(3) 意見を述べる理由 

- 174 -



 秋田市公告

 

　下記森林について、森林経営管理法（平成30年法律第35号）第４条第１

項の規定により経営管理権集積計画を定めたため、同法第７条第１項の規

 定により公告する。

　なお、定めた経営管理権集積計画については、下記場所において縦覧に

 供する。

 

 　　令和５年10月５日

 

 秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 記

 

 １　経営管理権集積計画の対象森林

   　別紙（省略）のとおり

 ２　縦覧場所　

     秋田市産業振興部農地森林整備課

 　　秋田市のホームページ

  　（https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/norinsuisangyo/

 　　1033112.html）

３　本公告により、秋田市に経営管理権が、森林所有者に経営管理受益権

 　がそれぞれ設定される。
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 秋田市公告

 

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により、令和

５年４月20日付け秋田市指令第3880号で許可した開発行為に関する工事が

 完了したので、同法第36条第３項の規定に基づき、公告する。

 

 　　令和５年10月12日

 

 秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 １　開発許可を受けた者の住所および氏名

秋田県横手市赤坂字館ノ下155番地 

株式会社サンコーホーム 

　　代表取締役　後　藤　信　樹 

 ２　開発区域に含まれる地域の名称

    秋田市新屋前野町130番１および130番２
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 秋田市公告

 

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第35条の２第１項の規定により、

令和５年８月29日付け秋田市指令第6197号で許可した開発行為に関する工

 事が完了したので、同法第36条第３項の規定に基づき、公告する。

 

 　　令和５年10月24日

 

 秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 １　開発許可を受けた者の住所および氏名

秋田市将軍野桂町33番34号 

有限会社北久ホーム 

　　代表取締役　吉　田　敬　一 

 ２　開発区域に含まれる地域の名称

    秋田市外旭川字八幡田225番、226番、227番、228番、229番、403番６、

413番２、414番２、415番、416番、417番、700番、701番、226番地先水

路、414番２地先水路および415番地先道路
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 秋田市公告

 

　農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第56

号）附則第５条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる同法

第１条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65

号）第18条第１項の規定により、農用地利用集積計画（令和５年度第７号

計画）を定めたので、同法第19条の規定に基づき公告し、次のとおり縦覧

 に供する。

 

 　　令和５年10月25日

 

 秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

 １　縦覧に供する書類

 　　農用地利用集積計画書

 ２　縦覧場所

 　　秋田市山王一丁目１番１号　本庁舎３階

 　　秋田市産業振興部農業農村振興課

 ３　縦覧時間

　　午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土曜日、日曜日および

国民の祝日（以下「休日」という。）ならびに12月29日から１月３日ま

で（休日を除く。）を除く。 
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秋田市公告 

 

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定によ

り、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、同条第３項におい

て準用する同法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり公告し、関係書

類を縦覧に供する。 

　なお、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する場合は、同法第８条第２項の規定により、縦

覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出し、これを述べることができ

る。 

 

　　令和５年10月26日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

１　届出事項の概要 

　(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称および住所 

　　　名　称　三菱ＨＣキャピタル株式会社 

　　　　　　　代表取締役　久　井　大　樹 

　　　住　所　東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

　　　名　称　株式会社伊徳 

　　　　　　　代表取締役　塚　本　　　徹 

　　　住　所　秋田県大館市清水四丁目４番15号 

　(2) 大規模小売店舗の名称および所在地 

　　　名　称　サンデー秋田自衛隊通店・いとく自衛隊通店 

　　　所在地　秋田県秋田市土崎港北二丁目17番地14　他５筆 

　(3) 変更した事項 

　設置者の氏名又は名称および住所ならびに法人にあっては代表者の

氏名 

　　　変更前　三菱ＨＣキャピタル株式会社 
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　　　　　　　代表取締役　柳　井　隆　博 

　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

　　　　　　　株式会社伊徳 

　　　　　　　代表取締役　塚　本　　　徹 

　　　　　　　秋田県大館市清水四丁目４番15号 

　　　変更後　三菱ＨＣキャピタル株式会社 

　　　　　　　代表取締役　久　井　大　樹 

　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

　　　　　　　株式会社伊徳 

　　　　　　　代表取締役　塚　本　　　徹 

　　　　　　　秋田県大館市清水四丁目４番15号 

　(4) 変更年月日 

　　　令和５年４月１日 

　(5) 変更理由 

　　　代表者氏名変更のため 

２　届出年月日 

　　令和５年10月18日 

３　関係書類の縦覧場所および期間 

　(1) 縦覧場所 

　　  秋田市産業振興部商工貿易振興課 

　(2) 縦覧期間 

　　　令和５年10月26日から令和６年２月26日まで。ただし、土曜日、日

曜日および国民の祝日（以下「休日」という。）ならびに令和５年12

月29日から令和６年１月３日まで（休日を除く。）を除く、午前８時

30分から午後５時15分まで 

４　意見書の提出先　 

　　秋田市産業振興部商工貿易振興課 

５　意見書に添付する書面に記載すべき事項 

　(1) 意見を述べる者の氏名および住所 

　(2) 意見の対象となる大規模小売店舗の名称 
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　(3) 意見を述べる理由
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秋田市公告 

 

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定による都市計

画事業の図書の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定に基づき、次

のとおり公告し、公衆の縦覧に供する。 

 

　　令和５年10月27日 

 

秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

１　都市計画事業の種類および名称 

　　秋田都市計画道路事業 

　　３・３・72号　泉外旭川線 

２　縦覧時間 

　　午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土曜日、日曜日および

国民の祝日（以下「休日」という。）ならびに12月29日から１月３日ま

で（休日を除く。）を除く。 

３　縦覧場所 

　　秋田市山王一丁目１番１号　秋田市建設部道路建設課
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